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提
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井

和

則

177



派
遣
労
働
者
に
関
す
る
質
問
主
意
書

二
月
二
十
七
日
に
厚
生
労
働
省
が
公
表
し
た
調
査
結
果
で
は
、
派
遣
労
働
者
の
約
八
割
が
契
約
途
中
で
派
遣
元
か
ら
解
雇
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
調
査
結
果
に
つ
い
て
以
下
質
問
す
る
。

一

派
遣
労
働
者
の
八
割
以
上
が
契
約
期
間
中
に
派
遣
元
か
ら
解
雇
さ
れ
て
い
る
が
、
労
働
契
約
法
十
七
条
一
項
違
反
の
ケ
ー

ス
は
あ
る
か
。
違
反
を
把
握
し
て
い
る
件
数
は
何
件
か
。

二

一
に
お
い
て
、
違
反
が
多
い
か
否
か
、
国
は
ど
う
認
識
し
て
い
る
か
。

三

一
に
お
い
て
、
違
反
が
な
い
か
ど
う
か
を
厚
生
労
働
省
の
ど
の
部
署
が
監
督
し
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
違
反
状
況
の
実
態

調
査
は
行
っ
て
い
る
か
。
行
っ
て
い
な
い
な
ら
や
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

四

常
用
型
派
遣
労
働
者
も
八
割
以
上
が
契
約
途
中
で
派
遣
元
か
ら
解
雇
さ
れ
て
い
る
が
、
契
約
途
中
で
簡
単
に
解
雇
さ
れ
る

の
で
あ
れ
ば
、
常
用
型
派
遣
と
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

五

登
録
型
派
遣
と
常
用
型
派
遣
で
は
、
契
約
期
間
途
中
で
の
解
雇
さ
れ
に
く
さ
に
つ
い
て
は
有
意
な
差
は
あ
る
の
か
。

六

今
回
の
調
査
結
果
か
ら
、
常
用
型
派
遣
は
、
安
定
し
た
雇
用
と
言
え
る
か
。

七

今
回
の
調
査
結
果
か
ら
、
常
用
型
派
遣
と
登
録
型
派
遣
の
雇
用
の
安
定
性
は
ど
う
違
う
と
言
え
る
の
か
。
登
録
型
派
遣
よ

一



り
常
用
型
派
遣
は
雇
用
が
安
定
し
て
い
る
と
言
え
る
か
。

右
質
問
す
る
。

二


